
納　期　限
今月の納期限は３月31日（月）です
♢国民健康保険税（９期）
♢後期高齢者医療保険料（９期）
♢介護保険料（３月分）

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
人権擁護委員が常駐しています。

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　３月12日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　　　FAX0738-52-7036
　行政相談委員
　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

◯
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
（
４

分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
１
免
除
）
の
保
険
料
が
免
除
に

な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

退
職
（
失
業
）
の
場
合

　
通
常
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

は
、
申
請
者
本
人
、
配
偶
者
及
び

世
帯
主
の
所
得
が
審
査
の
対
象
に

な
り
ま
す
が
、
退
職
（
失
業
）
時

の
免
除
申
請
は
、
退
職
（
失
業
）

さ
れ
た
方
の
前
年
の
所
得
が
ゼ
ロ

と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
退
職
さ
れ
た
方
の
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
、
失
業
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
書
の
写
し
及
び
本
人
確
認
書

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
等
）

問
　
国
保
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
み
額
の
試
算
な

ど
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ

い
て
の
ご
相
談
・
手
続
き
を
お
受

け
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

時
　
３
月
21
日
（
金
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所 

お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

を
受
付
し
て
い
ま
す
）

　
田
辺
年
金
事
務
所
へ
直
接
相
談

に
行
か
れ
る
方
に
つ
い
て
も
、
事

前
に
電
話
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、

厚
生
年
金
（
ま
た
は
共
済
年
金
）

か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
も
、
国
民
年
金
へ

の
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
国
保
年
金
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

退
職
と
同
時
に
会
社
員
（
ま
た
は

公
務
員
）
の
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ

る
場
合
は
、
配
偶
者
の
勤
務
し
て

い
る
会
社
（
ま
た
は
共
済
組
合
）

へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

定
額
保
険
料
額 

　

　
月
額
１
６
，
９
８
０
円

　
（
令
和
６
年
度
）

　
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
満

了
に
伴
い
、
３
月
下
旬
頃
に
「
資
格

確
認
書
」
ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す
。

◯
資
格
確
認
書

　
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

今
ま
で
ど
お
り
保
険
診
療
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

対
　
マ
イ
ナ
保
険
証
（
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
登
録
し
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
を
保
有
し

て
い
な
い
方

有
効
期
限

　
70
歳
未
満
の
方…

令
和
８
年
７
月
31
日

◯
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

　
自
身
の
資
格
情
報
を
簡
易
に
確
認

で
き
る
お
知
ら
せ
で
す
。
医
療
機
関

等
で
マ
イ
ナ
保
険
証
の
読
み
取
り
が

で
き
な
い
場
合
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と

と
も
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

対
　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
て

い
る
方

有
効
期
限

　
70
歳
未
満
の
方…

有
効
期
限
な
し

○
共
通
事
項

※

70
歳
以
上
の
方
の
有
効
期
限
は
、

令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
７
月
中
旬
頃
に
有

効
期
限
が
令
和
８
年
７
月
31
日
の

も
の
を
送
付
し
ま
す
。

※

70
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
誕
生

日
月
の
末
日
が
有
効
期
限
と
な

り
ま
す
の
で
、
誕
生
日
月
に
新

し
い
も
の
を
送
付
し
ま
す
。

※

75
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
誕
生

日
の
前
日
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
。

問
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
取
得
に
つ
い
て

　
　
市
民
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

　
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
健
康
保
険
証
利
用
登
録
に
つ
い
て

　
　
国
保
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

　
国
民
年
金
の
手
続
き
は

　
　
　
　
お
済
み
で
す
か
？

国
民
健
康
保
険
に

　
　
　
　
ご
加
入
の
皆
様
へ

不燃・大型ごみ
を出す日

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【３月16日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可書が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

ポリ塩化ビニル製品の
分別について

　ビニール類の内、ビニール
ホースやビニールプール、浮き
輪などのポリ塩化ビニル製品
（PVC）は「燃えないごみ」と
して分別をお願いします。
　ごみの分け方(ポスター版)には
「小型プラスチックごみ」枠に
表示されていますので、お間違
えの無いようご注意ください。
　市民の皆様には、大変お手数
をおかけしますが、ご理解ご協
力をよろしくお願いします。

◇資源ごみ
　 ４日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　11日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　18日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　25日（第４火曜日）
☆スプレー缶、カセットボンベ
等は必ず中身を使い切ってか
ら穴をあけ、資源ごみとして
出してください。

環境衛生課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

ステーションステーション

　

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

　
南
塩
屋
区
は
、
一
般
財
団
法
人 

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の
宝
く
じ
助

成
金
を
受
け
、
祭
礼
用
具
で
あ
る

四
つ
太
鼓
用
太
鼓
等
を
新
調
し
ま

し
た
。

※

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、

一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献

広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の

受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
て

地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
住

民
福
祉
の
向
上
を
目
的
と
し

て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
へ
の

助
成
を
行
う
事
業
で
す
。

問
　
環
境
衛
生
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

　
３
月
31
日
で
「
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
」
の
受
給
期
間
が
満
了

と
な
る
方
は
、
４
月
１
日
か
ら
新

た
に
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
制

度
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
認

定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

　
対
象
家
庭
に
は
、
３
月
初
旬
に

案
内
及
び
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
の

健
康
保
険
証
な
ど
必
要
書
類
を
持

参
の
う
え
、
健
康
福
祉
課
で
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
手
続
き
が
完
了
し
な
い

場
合
は
、
受
給
資
格
が
発
生
し
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
５
１
０
８

　
ひ
き
こ
も
り
に
悩
ん
で
い
る
方

へ
の
支
援
と
し
て
、
相
談
や
自
由

に
集
え
る
居
場
所
が
あ
り
ま
す
。

相
談
先

　
①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

　
☎
０
８
０
・
１
４
９
０
・
５
９
２
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　vidalibre.am
igo@

gm
ail.com

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

　
②
ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
10

　
市
役
所
２
階 

健
康
福
祉
課
内

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

時
　
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

居
場
所

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

　
　※

初
回
の
み
要
連
絡

場
　
美
浜
町
和
田
１
１
３
１
の
２

申
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

問
　
健
康
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
５
１
０
８

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
毎
年
３
月
１

日
か
ら
８
日
ま
で
を
「
女
性
の
健
康

週
間
」
と
定
め
、
女
性
の
健
康
に
関

す
る
知
識
の
向
上
と
、
女
性
を
取
り

巻
く
健
康
課
題
に
対
す
る
社
会
的
関

心
の
喚
起
を
図
る
た
め
の
国
民
運
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　「
骨
活
の
す
す
め
」
と
「
自
分
の

カ
ラ
ダ
と
向
き
合
う
、
適
正
体
重

の
大
切
さ
」
に
関
す
る
特
設
サ
イ

ト
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
次
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
、
厚
生
労
働
省
監
修
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
５
１
０
８

３
月
１
日
〜
８
日
は

「
女
性
の
健
康
週
間
」
で
す

祭
礼
用
具
新
調
し
ま
し
た

〜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
〜

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の

　
　
　
新
規
申
請
に
つ
い
て

ひ
き
こ
も
り
相
談
と
居
場
所

スマートライフ
プロジェクト
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